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第１節 計画の目的及び性格 

 

第１項 目的 

この計画は、水防法（「昭和２４年法律第１９３号」以下「法」という。）第４

条の規定により山口県知事から指定水防管理団体として指定された和木町（「水

防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体の指定」（昭和５５年６月２４

日山口県告示第６５０号））が、法第３３条の規定により山口県水防計画に応じ

て作成し、町の区域内における水防事務の調整及びその円滑な実施のため必要

な事項を規定し、和木町における洪水、津波、又は高潮による災害を警戒し、防

御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的と

する。 

本水防計画は、和木町地域防災計画（本編）の第３編第１３章として位置付け

られたものを、水防法第３３条第３項（制定・変更時の知事への届け出）に対応

するため、和木町地域防災計画の下部計画として作成したものである。 

 

第２節 水防実施機関の業務及び責任 

 

第１項 町（法第２条、法第３条、法第４条） 

町は、水防の第一次的責任を有する指定水防管理団体として、その区域にお

ける水防を十分に果すべき責任を有する。 

町長は、水防管理団体の長としての責任を負う。（以下「水防管理者」とい

う。） 

１ 浸水想定区域の指定を受けた町（法１４条） 

（１）浸水想定区域ごとに、次の事項を和木町地域防災計画に定めるものとす

る。 

ア 洪水予報等の伝達方法 

イ 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

ウ 災害対策基本法第４８条第１項の防災訓練として町長が行う洪水、雨

水出水又は高潮に係る避難訓練の実施に関する事項 

エ 浸水想定区域内に地下街等で洪水時、雨水出水時又は高潮時（以下洪

水時等）に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防

止を図ることが必要なもの、要配慮者利用施設で洪水時等に利用者の円

滑かつ迅速な避難の確保を図ることが必要なもの又は大規模工場等で洪

水時等に浸水の防止を図ることが必要なもの（所有者又は管理者からの

申出があった施設に限る。）がある場合には、当該施設の名称及び所在地 
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オ エ項において、名称及び所在地を定めた施設については、当該施設の

所有者又は管理者及び自衛水防組織の構成員に対する洪水予報等の伝達

方法 

カ その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

（２）上記の（１）に掲げられた事項を住民等に周知させるため、これらの事

項を記載した印刷物（ハザードマップ等）の配布その他必要な措置を行

う。 

２ 水防計画の策定（法第３３条） 

水防管理者は、水防計画を定め、又は変更をしようとするときは、あらか

じめ和木町防災会議（※）に諮らなければならない。 

また、策定又は変更を行った水防計画について、その要旨を公表するよう

努めるとともに、遅滞なく知事に届け出なければならない。 

本計画は、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に

従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならな

い。 

水防管理者は、河川管理者による河川に関する情報の提供、水防訓練への

河川管理者の参加その他の水防のための活動に河川管理者の協力が必要な事

項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、河川管理者

に協議し、その同意を得なければならない。 

※ 付表１「和木町防災会議委員名簿」参照 

 

第２項 県（法第３条の６） 

県は、町が行う水防活動が、円滑かつ効果的に実施できるように、的確な指

導及び総合調整を行う。知事が指定した河川及び海岸について水防警報を行う

ことをはじめ、洪水により重大な損害を生じるおそれのある河川（洪水予報河

川）を気象庁長官と協議して指定し、共同して洪水予報を行う。また、緊急の

際の立ち退きの指示あるいは水防に要する資材の融通などを通じて、町が十分

な水防活動を実施でき、効果を発揮するために必要な事務を行う。 

 

第３項 県の関係出先機関 

岩国土木建築事務所は、岩国地区における状況を的確に把握し、県庁の水防

関係各課及び水防管理団体と密接な連絡を保つとともに、県庁の水防関係各課

の指示を受けて、水防管理団体が実施する水防活動を指導応援する。 
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第４項 気象庁下関地方気象台（法第１０条、第１１条） 

気象等の状況により、洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるとき

は、太田川河川事務所及び山口県に通知する。なお、小瀬川については、太田

川河川事務所と共同して洪水予報を行い、山口県に通知する。さらに、これら

を必要に応じ報道機関の協力を求めて一般に周知させる。 

水防活動の利用に適合する（水防活動用）注意報及び警報は、指定河川洪水

注意報及び警報を除き、一般の利用に適合する注意報、警報及び特別警報をも

って代える。なお、水防活動用の利用に適合する特別警報は設けられていな

い。 

水防活動の利用に適合する注意報、警報の種類と対応する一般の利用に適合

する注意報、警報、特別警報の種類及びそれらの発表基準は、次のとおりであ

る。 

水防活動の利用に

適合する注意報・

警報 

一般の利用に適

合する注意報・

警報・特別警報 

発表基準 

水防活動用  

気象注意報 
大雨注意報 

大雨による災害が発生するおそれがあると予想

したとき 

水防活動用 

津波注意報 
津波注意報 

予想される津波の高さが高い所で０．２ｍ以上、

１ｍ以下であって、津波による災害が発生する

おそれがある場合 

水防活動用 

高潮注意報 
高潮注意報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇により

災害が発生するおそれがあると予想したとき 

水防活動用 

洪水注意報 
洪水注意報 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害

が発生するおそれがあると予想したとき 

水防活動用 

気象警報 

大雨警報 
大雨による重大な災害が発生するおそれがある

と予想したとき 

大雨特別警報 
大雨が特に異常であるため重大な災害が発生す

るおそれが著しく大きいと予想したとき 

水防活動用 

津波警報 

津波警報 
予想される津波の高さが１ｍを超え、３ｍ以下

の場合 

津波特別警報 

（大津波警報） 

予想される津波の高さが高いところで３ｍを超

える場合 

水防活動用 

高潮警報 

高潮警報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇により

重大な災害が発生するおそれがあると予想した

とき 

高潮特別警報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇が特に

異常であるため重大な災害が発生するおそれが

著しく大きいと予想したとき 

水防活動用 

洪水警報 
洪水警報 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大

な災害が発生するおそれがあると予想したとき 

※ 一般の利用に適合する洪水の特別警報は設けられていない。 
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第５項 太田川河川事務所（法第１０条、第１６条、第４８条） 

国土交通大臣が指定した河川（小瀬川）について、水防警報を行うことをは

じめ、気象台と共同して洪水予報を行い、山口県に通知するとともに、大規模

氾濫減災協議会を組織する。また、県又は水防管理団体に対し水防上必要な勧

告、助言を行う。 

 

第６項 居住者等の水防義務（法２４条） 

町内に居住する者、又は水防の現場にある者は、水防管理者、消防団長等

が、水防のためにやむを得ない必要があって命じた水防活動に従事しなければ

ならない。 

 

第３節 職員の配備体制及び所掌事務 

 

第１項 配備体制の種類 

水防に関する職員の配備体制は、「災害発生時等の職員参集マニュアル」に

定めるところによる。具体的には、第１警戒体制、第２警戒体制、災害警戒本

部体制、災害対策本部体制とする。 

 

第２項 第１警戒体制 

１ 体制の時期 

  町内に大雨、洪水の各注意報の一つ以上が発表されたとき。 

２ 配備課所と業務内容 

第１警戒体制では、宿直者、必要に応じ企画総務課職員で配備し、次の業

務を行う。 

配備場所 業務内容 

宿直室又は企画総務課 
気象情報の収集（気象台、県、太田川河川事務所、弥栄ダム

管理所等からのＦＡＸ等） 

 

第３項 第２警戒体制 

１ 体制の時期 

ア 町に気象警報が発表されたとき。 

イ その他、町長が必要と認めたとき。 
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２ 配備課と業務内容 

第２警戒体制では、企画総務課職員２名以上での配備を基本とし、企画総

務課長の判断により、その他必要と認められる関係課職員を配置する。 

配備場所 業務内容 

企画総務課 

１ 山口県（防災危機管理課）、警察、消防等との情報共有 

２ 気象情報の収集（気象台、県、太田川河川事務所、弥栄ダム管理

所等） 

３ 山口県総合防災情報システムへの入力 

４ 早期避難所の開設、避難情報の提供 

５ 避難準備・高齢者等避難開始の発令、避難所開設情報の提供 

６ 避難所の開設・運営（職員の派遣） 

７ 要配慮者の避難支援、避難者の誘導 

都市建設課 

１ 別紙１及び別紙２の排水ポンプ場樋門操作規程第４条「警戒体制

の実施」に示す体制において、同第５条「警戒体制の措置」に基づ

く事項を実施 

２ 本計画第９節第３項２に基づく農業用水路の水門操作の実施 

 

第４項 災害警戒本部体制 

１ 体制の時期 

第２警戒体制の職員に加え、町長、副町長、教育長、全課長等による組織

体制による対応が必要と判断されると町長が認めたとき。 

２ 配備課所と業務内容 

災害警戒本部では、第２警戒体制の職員に加え、町長、副町長、教育長、

全課長等を配置する。 

配備場所 業務内容 

執務棟 

２階ホール 

１ 山口県（防災危機管理課）、警察、消防等との情報共有 

２ 気象情報の収集（気象台、県、太田川河川事務所、弥栄ダム管理所等） 

３ 山口県総合防災情報システムへの入力 

４ 早期避難所の開設、避難情報の提供 

５ 避難勧告・避難指示の発令、避難所開設情報の提供 

６ 避難所の開設・運営（職員の派遣） 

７ 要配慮者の避難支援、避難者の誘導 

８ 警戒本部会議の実施、マスコミ対応等 

９ 消防団等の招集・配備 

 

第５項 災害対策本部体制 

１ 体制の時期 

町内に相当規模の災害の発生が予測又は生起し、町の総力を挙げて対応す

る必要があると町長が判断したとき。 
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２ 配備課所と業務内容 

災害対策本部では、全職員の配置を基本とし、長期に及ぶ場合は職員の交

代に配慮した必要な人員を配置する。 

配備場所 業務内容 

執務棟 

２階ホール 

１ 山口県（防災危機管理課）、警察、消防等との情報共有 

２ 気象情報の収集（気象台、県、太田川河川事務所、弥栄ダム管理所等） 

３ 山口県総合防災情報システムへの入力 

４ 早期避難所の開設、避難情報の提供 

５ 避難勧告・避難指示の発令、避難所開設情報の提供 

６ 避難所の開設・運営（職員の派遣） 

７ 要配慮者の避難支援、避難者の誘導 

８ 災害対策本部会議の実施、マスコミ対応等 

９ 自衛隊、消防、警察、国交省等への派遣要請 

10 県等への受援要請等 

 

第６項 配備体制の解除 

解除の時期 

気象警報・注意報が解除されるなど、配備体制の原因が無くなったときは、配備

体制を解除する。ただし、町長が継続配備の必要性を認めて指示した場合を除く。 

 

第４節 気象状況等の連絡系統 

 

水防に関係のある気象警報・注意報等の連絡系統は、次のとおりとする。 

 

第１項 勤務時間内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象庁 大阪管区気象台 

広島地方気象台 

中国四国管区気象台 

和木町 

水防団 
消防機関 

下関地方気象台 

山口県警本部は津波警報・注意報

が伝達された場合は、警察署・交

番等を通じて町に伝達する。 

山口県 
（防災危機管理課） 

オンライン 

山口県警察本部 
（警備課） 

福岡管区気象台 

注：   線内の伝達経路 
  については、津波警報 
  ・注意報のみ 
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第２項 勤務時間外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３項 気象特別警報・警報・注意報の種類ごとの伝達先 

各気象特別警報・警報・注意報ごとの町への伝達は下記のとおり。 

※ 警報に切り替える可能性の有無は、気象庁ＨＰ「防災情報」に市町村ご

と「警報・注意報」のページに表示される。 

区 分 備 考 

注意報 

大雨注意報 
警戒レベル２ 

洪水注意報 
津波注意報  

高潮注意報 
警報に替わる旨の言及なし 警戒レベル２ 
警報に替わる旨に言及あり 

警戒レベル３相当 

警 報 

大雨警報 

洪水警報 

高潮警報 警戒レベル４相当 

大津波警報  

特別警報 
大雨特別警報 警戒レベル５相当 

高潮特別警報 警戒レベル４相当 

大津波特別警報  

気象庁 大阪管区気象台 

広島地方気象台 

中国四国管区気象台 

和木町 

水防団 
消防機関 

下関地方気象台 

警察署、交番等は津波警報・注意報

が伝達された場合は、町に伝達す

る。 

山口県 
（防災危機管理課） 

オンライン 

山口県警察本部 
（当直） 

警察署 交番等 

福岡管区気象台 

注：   線内の伝達経路 
  については、津波警報 
  ・注意報のみ 
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第５節 水位、雨量等の連絡系統 

 

第１項 水位、雨量の情報収集及び連絡 

１ 雨量、水位、ダム諸量の把握 

町は、土木防災情報システムによる雨量、水位の情報を岩国土木建築事務所

より、必要に応じて情報を受ける。都市建設課は、これを受けて雨量、水位等

の状況について取りまとめ、関係機関からの照会に応える。 

また、気象庁ホームページ、気象台とのホットライン等による気象情報及び

国土交通省「川の防災情報」等からの河川・ダムに関する情報収集を行う。 

２ 雨量、水位の連絡系統 

雨量、水位の連絡系統は、次の図のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 雨量、水位の情報連絡系統 

雨量、水位の情報連絡系統は、次の図のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県庁統制局 

水防管理団体 
和木町 

土木防災情報システム 

雨量局 
水位局 
ダム局 

ダム管理事務所 
（小瀬川ダム管理事務所） 

関係機関 
（国土交通省太田川河川事

務所小瀬川出張所） 

岩国土木建築事務所 

県庁統制局 

水防管理団体 
和木町 

土木防災情報システム 

雨量局 
水位局 

注：   インターネット 
  による情報提供 

住 民 
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第２項 潮位の情報収集及び連絡 

１ 潮位の観測及び通報 

町は、高潮注意報・警報が発表された場合、岩国土木建築事務所及び岩国

港湾事務所より高潮防災情報システムによる潮位の情報の提供を受ける。 

２ 潮位の連絡系統 

潮位の連絡系統は、次の図のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 潮位の情報連絡系統 

潮位の情報連絡系統は、次の図のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県庁統制局 

水防管理団体 
和木町 

高潮防災情報システム 

潮位観測所 

岩国土木建築事務所 
岩国港湾管理事務所 

水防管理団体 
和木町 

高潮防災情報システム 

潮位観測所 

注：   インターネット 
  による情報提供 

住 民 

県庁統制局 
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第６節 水防用備蓄器具、資機材の整備、確保 

 

第１項 水防管理団体（町）の水防用備蓄器具、資材 

１ 備蓄器具、資材の補充 

備蓄資材を使用し、又は器具を破損したときは、早急に補充し、又は修理

し、緊急水防時に支障のないように留意するものとする。 

２ 備蓄器具、資材の応援 

町長は、緊急水防を要する他の機関から器具、資材の応援を求められたと

きは、当該機関の長と水防緊急度について協議し、その必要を認めたとき

は、器具及び資材の応援流用を行うものとする。 

 

第２項 水防管理団体（町）の水防用備蓄器具、資材 

指定水防管理団体（町）は、下記の輸送設備、備蓄機材、備蓄資材を役場車

庫又は消防団車庫に準備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３項 民間水防用資器材の確認 

水防管理者は、出水期においてあらかじめその区域内において水防用資器材

を保有する商社、店舗等の所在、保有状況等を調査把握し、緊急時における水

防作業が円滑に実施できるよう留意するものとする。 
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第７節 水位の通知、洪水予報及び氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）の通知 

 

第１項 水位の通報及び公表（法第１２条） 

１ 水防団待機水位（通報水位）（※）（法第１２条第１項） 

水防管理者は、水防団待機水位（通報水位）を超えるときはその水位の状

況を関係者に通報する。 

※ 水防団待機水位（通報水位）は、水防団の出動準備の目安となる水位 

２ 氾濫注意水位（警戒水位）（※）（法第１２条第２項） 

国又は都道府県は、氾濫注意水位（警戒水位）を超えるときはその水位の

状況を公表する。 

※ 氾濫注意水位（警戒水位）は、水防団の出動の目安となる水位 

３ 水位の通報方法 

（１）国の機関が行う通報 

町（企画総務課、災害警戒本部又は災害対策本部）は、小瀬川につい

て、国土交通省太田川河川事務所から、直ちに通報を受ける。 

（２）県が行う通報 

町は、第５節 水位、雨量等の連絡系統「２ 雨量、水位の連絡系統」

及び「３ 雨量、水位の情報連絡系統」により、岩国土木建築事務所又は

県のインターネットより通報を受ける。 

４ 欠測時等の措置 

町は、国又は県が自らが管理する観測所等において欠測等が生じ、水位の

通報及び公表ができない状況であることが判明した場合は、速やかに欠測等

の原因を究明し早期の復旧に努めるとともに、必要に応じその状況について

の連絡を受ける。 

欠測等により水位の通報及び公表ができない観測所を代替する観測所があ

る場合は、併せて連絡を受ける。 
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第２項 洪水予報（法第１０条、第１１条） 

１ 洪水予報の種類、内容 

（１）町は、小瀬川に関して国（太田川河川事務所）より、洪水のおそれがあ

ると認められる場合は、洪水予報の発表とともに、その状況（水位又は流

量等）に関する通知を受ける。 

また、この通知の内容は、国から必要に応じ報道機関を通じて住民に周

知される。 

種 類 発表基準 

氾濫注意情報 

（洪水注意報） 

基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に到達し、さらに

水位の上昇が見込まれるとき、氾濫注意水位以上でかつ避難判断

水位未満の状態が継続しているとき、又は避難判断水位に達した

が水位の上昇が見込まれないとき 

氾濫警戒情報 

（洪水警報） 

基準地点の水位が一定時間後に、氾濫危険水位（洪水特別警戒

水位）に到達することが見込まれるとき、または、避難判断水位

に到達し、さらに水位の上昇が見込まれるとき 

氾濫危険情報 

（洪水警報） 

基準地点の水位が氾濫危険水位（危険水位）に到達したとき、

または、氾濫危険水位以上の状態が継続しているとき 

氾濫発生情報 

（洪水警報） 
氾濫が発生したとき、または、氾濫が継続しているとき 

（２）上記基準によらない洪水予報の発表については以下のとおりとする。 

ア 氾濫危険水位に到達していない場合における氾濫危険情報の発表 

小川津及び両国橋水位観測所において、氾濫する可能性のある水位への

到達を３時間先までに予測した場合 

  イ 避難判断水位に到達していない場合の氾濫警戒情報の発表 

    小川津及び両国橋水位観測所において、氾濫危険水位の到達を４時間

先に予測した場合において、６０分の間、初期値が変わっても氾濫危険水

位に到達する予測に変化が無い事を確認した場合 

２ 国土交通省と気象庁が共同で行う洪水予報（法第１０条第２項） 

（１）洪水予報を行う河川名、実施区間 

 

 

 

 

 

水系名 実施区域 基準地点 

小瀬川水系 

左岸 広島県大竹市小方町小方字安条山６５０

番の１地先から海まで 

右岸 山口県岩国市大字小瀬字深瀬３３５４番

地先から海まで 

小川津 

 

両国橋 
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（２）国土交通省と気象庁が共同で行う洪水予報（法第１０条第２項） 

河川名 観測所 所在地 

水防団待

機水位

(m) 

氾濫注意水

位(m) 

(警戒水位) 

避難判断

水位(m) 

氾濫危険水位

(m) 

（洪水特別警戒

水位） 

小瀬川 

小川津 
岩国市大字小

瀬字小川津 
2.60 4.00 5.70 6.20 

両国橋 
岩国市大字小

瀬字墨屋堂 
2.80 3.90 4.40 4.90 

（３）洪水予報の担当官署 

（４）洪水予報の発表形式 

国（太田川河川事務所）及び県（岩国土木建築事務所）が気象台と共同発

表する洪水予報の発表形式は、付表２－１～２「洪水予報(県)発表形式イメ

ージ」及び付表３－１～２「洪水予報（国）発表形式イメージ」のとおり。 

（５）洪水予報の伝達経路及び手段 

 ア 小瀬川水系の洪水警報の伝達経路は、次の図のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 国（太田川河川事務所）による小瀬川水系の洪水予報の発表形式は、

付表３－１～２「洪水予報（国）の発表形式イメージ」のとおり。 

 

 

 

 

河川名 担当官署 

小瀬川 太田川河川事務所、広島地方気象台、下関地方気象台 

共同発表 

住 民 

広島地方気象台 

下関地方気象台 

水防団 

民間放送局 

ＮＨＫ山口放送局 

ＮＨＫ広島放送局 

和木町 

（水防管理者） 

岩国土木建築事務所 

太田川河川事務所 

一般情報提供機関 
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（６）洪水予報の伝達方法 

国が管理する洪水予報河川（小瀬川）に係わる洪水予報を発表した場合、

町は、太田川河川事務所及び岩国土木建築事務所が発信した電子メールの受

信により発表の伝達を受ける。 

この際、受信確認については、太田川河川事務所に対しては電子メールに

よる受信した旨の返信とともに、岩国土木建築事務所からの電話による受信

確認への応答により行う。 
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第８節 水防警報 

 

第１項 水防警報（法第２条、第１６条） 

国土交通大臣又は知事は、それぞれ指定した河川、湖沼、海岸について、洪水

又は高潮によって災害が起こるおそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を

警告して水防警報を発表する。 

１ 国土交通大臣が発する水防警報（法第１６条第１項、第２項） 

 町は、太田川河川事務所長が小瀬川について、水防警報を発した場合、直ち

に岩国土木建築事務所長よりその旨の水防警報用紙（※）により通報を受ける

ものとする。 

※ 付表４「水防警報用紙（国）」 

２ 水防警報の伝達経路及び手段 

 小瀬川水系の水防警報の伝達経路は、次の図のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同発表 

住 民 

広島地方気象台 

下関地方気象台 

水防団 

民間放送局 

ＮＨＫ山口放送局 

ＮＨＫ広島放送局 

和木町 

（水防管理者） 

太田川河川事務所 

一般情報提供機関 岩国土木建築事務所 
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３ 国（太田川河川事務所）が発する水防警報（法第１６条第１項、第３項） 

（１）国が発表する小瀬川の水防警報とその発表の基準となる水位は次のとお

りとする。 

種

類 
内 容 

対 象 
発令条件 

観測所名 水位（ｍ） 

待

機 

水防団の足止めを報告する

もので、状況の応じてすみや

かに活動できるようにしてお

く必要がある旨を警告するも

の、又は出動時間が長引くよ

うな場合に、出動人員を減ら

しても差し支えない旨を報告

するもの 

小川津 

両国橋 

2.60 

2.80 

 水防団待機水位を超

え、なお水位上昇の恐れ

があるとき 

準

備 

水防資器材の整備点検、水

門等の開閉準備、堤防の巡視、

及び直ちに出動ができるよう

に準備する旨を報告するもの 

小川津 

両国橋 

2.75 

3.30 

 氾濫注意水位を突破す

ることが予想され、なお

水位の上昇のおそれのあ

るとき 

出

動 

 水防団員が出動する必要が

ある旨を報告するもの 

小川津 

両国橋 

4.00 

3.90 

 氾濫注意水位に達し、

なお水位上昇が予想され

災害の生じるおそれのあ

るとき、又は、河川情報

等による災害の生じるお

それのあるとき 

指

示 

 水位等、水防活動上必要と

する状況を明示し、必要に応

じ危険箇所についても必要

とする事項を指摘するもの 

   
 出水状況の情報、又は

災害のおこるおそれのあ

るとき（適宜） 

解

除 

 水防活動を必要とする状況

が解消した旨を通報するとと

もに、一連の水防警報を終了

する旨を通知するもの 

   

 氾濫注意水位以下とな

り、今後、降雨により水

位上昇がないと予想さ

れ、水防活動の必要がな

くなった場合 

 

（２）水防団待機水位（通報水位）、氾濫注意水位（警戒水位）（法第１２条） 

水防団待機水位（通報水位）及び氾濫注意水位（警戒水位）は、本節

「水位の通知、洪水予報及び氾濫危険水位（氾濫特別警戒水位）の通知」

第２項「洪水予報」２「国土交通省と気象庁が共同で行う洪水予報」（２）

「国土交通省と気象庁が共同で行う洪水予報」（※）により定める。 

※ 小川津水位観測所、両国橋水位観測所 

 

 

 

 



- 18 - 

 

４ 知事が発する水防警報（法第１６条第１項、第３項） 

（１）町内の県が管理する河川については、既存の指定状況や流域面積、氾濫

面積、氾濫地区内資産、過去の被災状況等を指標とした判定を行い総合的

に評価した結果、水防警報を発する河川としての指定はない。（町内には

「県管理のその他の河川」のみ） 

町の海岸（山口県南沿岸和木町地先海岸）は、高潮災害の想定される海

岸として、知事が水防警報を発する海岸に指定されている。 

町の海岸に水防警報が発される場合、岩国土木建築事務所長が岩国港湾

管理事務所長と協議の上連名で、水防警報用紙により、知事で発する水防

警報として通報を受ける。 

※ 付表５－１～９「水防警報用紙（県）」 

（２）指定海岸に水防警報を発した場合の連絡系統図は次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定海岸に発表される水防警報は次のとおり。 

種類 内 容 発 表 時 期 

準備 

① 陸閘の操作 

② 防潮水門・排水ポンプ場の運転

準備及び運転開始 

③ 危険箇所への応急措置  

④ 住民への警戒呼びかけ 

気象状況等により高潮等の危険が予想さ

れるとき。 

高潮警報の発表に伴い操作要員等を配備

した直後、台風の接近等に伴う高潮注意報

発表を受けて水防関係各課の指示により操

作要員等を配備した直後、又は高潮発生が

予想される１２時間程度前に発表する。 

出動 

① 水防要員の警戒配置 

② 防潮水門・排水ポンプ場の運転

準備及び運転開始  

③ 危険箇所への応急措置 

④ 住民の避難誘導 

⑤ 水防作業の実施等のため水防

要員の出動を通知するもの 

高潮等による被害が予想されるとき。 

高潮発生が予想される４時間程度前までに

発表する。 

解除 
水防活動の終了を通知するもの 

 

気象状況等により高潮のおそれがなくな

ったとき。 

水防団 

岩国土木建築事務所 

岩国消防 

和木町 

岩国港湾管理事務所 

協 議 
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（４）高潮に係わる水防警報の伝達方法 

ア 町は、岩国土木建築事務所長又は岩国港湾管理事務所長が高潮に係わ

る水防警報を発した場合、水防警報用紙をファックスで受信した後、電

話で受信確認を受ける。 

一般加入回線が途絶している場合は、防災行政無線（地上系、衛星

系）などを利用し、伝達を受けるものとする。 

（５）水防警報の発表形式 

（例）水防警報第○号 山口県○○土木建築事務所発表(※) 

「○○水位局では、水防団待機水位（通報水位）を超過しました。水防

機関は、いつでも出動できるように準備をしてください。」 

※ 付表５－１～９「水防警報用紙（県）」参照 

（６）水防活動の状況把握 

水防管理者は、水防警報が発せられている間、水防活動の状況を十分把握

しておくものとする。 
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第９節 水防活動 

 

第１項 安全確保 

水防活動は原則として複数人で行うものとし、洪水、津波又は高潮いずれにお

いても、水防団又は消防機関自身の安全確保に留意して水防活動を実施するも

のとする。 

避難誘導や水防作業の際も、必要に応じて、ライフジャケットの着用や安否確

認のための通信機器、最新の気象情報入手のためのラジオの携行等により、水防

団又は消防機関自身の安全を確保しなければならない。 

津波浸水想定の区域内にある水防団又は消防機関は、気象庁が発表する津波

警戒等の情報を入手し、活動可能時間が確保できることを確認するまでは、原則

として退避を優先するものとする。 

 

第２項 重要水防箇所 

この計画で定める町内小瀬川右岸の重要水防箇所等は、次のとおりとする。 

（１）重要水防箇所位置図 
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（２）重要水防箇所及び予定避難場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 重要水防箇所評定基準（案）は次のとおり 

種 別 
重要度 

要注意区間 
Ａ 水防上もっとも重要な区間 Ｂ 水防上重要な区間 

越水 

（溢水） 

 計画高水流量規模の洪水の水位

（高潮区間の堤防にあっては計画

高潮位）が現況の堤防高を越える

箇所 

 計画高水流量規模の洪水の

水位（高潮区間の堤防にあっ

ては計画高潮位）と現況の堤

防高との差が堤防の計画余裕

高に満たない箇所 

 

堤体漏水 

 堤防の機能に支障が生じる堤体

の変状の履歴（被災状況が確認で

きるもの）があり、類似の変状が

繰り返し生じている箇所 

 堤体の土質、法匂配等からみて

堤防の機能に支障が生じる堤体の

変状の生じるおそれがあり、かつ

堤防の機能に支障が生じる堤体の

変状の履歴（被災状況が確認でき

るもの）がある箇所 

 水防団等と意見交換を行い、堤

体漏水が生じる可能性が特に高い

と考えられる箇所 

 堤防の機能に支障が生じる

堤体の変状の履歴（被災状況

が確認できるもの）があり、

安全が確認されていない箇

所、又は堤防の機能に支障は

生じていないが、進行性があ

る堤体の変状が集中している

箇所 

 堤防の機能に支障が生じる

堤体の変状の履歴（被災状況

が確認できるもの）はない

が、堤体の土質、法匂配等か

らみて堤防の機能に支障が生

じる堤体の変状の生じるおそ

れがあると考えられる箇所 

 水防団等と意見交換を行

い、堤体漏水が生じる可能性

が高いと考えられる箇所 
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基礎地盤

漏水 

 堤防の機能に支障が生じる基礎

地盤漏水に関係する変状の履歴

（被災状況が確認できるもの）が

あり、類似の変状が繰り返し生じ

ている箇所 

 基礎地盤の土質等からみて堤防

の機能に支障が生じる変状の生じ

るおそれがあり、かつ堤防の機能

に支障が生じる基礎地盤漏水に関

係する変状の履歴（被災状況が確

認できるもの）がある箇所 

 水防団等と意見交換を行い、基

礎地盤漏水が生じる可能性が特に

高いと考えられる箇所 

 堤防の機能に支障が生じる

基礎地盤漏水に関係する変状

の履歴（被災状況が確認でき

るもの）があり、安全が確認

されていない箇所、又は堤防

の機能に支障は生じていない

が、進行性がある基盤漏水に

関係する変状が集中している

箇所 

 堤防の機能に支障が生じる

基礎地盤漏水に関係する変状

の履歴（被災状況が確認でき

るもの）はないが、基礎地盤

漏水の土質等からみて堤防の

機能に支障が生じる変状の生

じるおそれがあると考えられ

る箇所 

 水防団等と意見交換を行

い、基礎地盤漏水が生じる可

能性が高いと考えられる箇所 

 

水衝・洗

堀 

 水衝部にある堤防の前面の河床

が深掘れしているが、その対策が

未施工の箇所 

 橋台取り付け部やその他の工作

物の突出箇所で、堤防護岸の根固

め等が洗われ一部破損している

が、その対策が未施工の箇所 

 波浪による河岸の決壊等の危険

に瀕した実績があるが、その対策

が未施工の箇所 

 水衝部にある堤防の前面の

河床が深掘れにならない程度

に洗掘されているが、その対

策が未施工の箇所 

 

工作物 

 河川管理施設等応急対策基準に

基づく改善措置が必要な堰、橋

梁、樋管その他の工作物の設置さ

れている箇所 

 橋梁その他の河川横断工作物の

桁下高等が計画高水流量規模の洪

水の水位（高潮区間の堤防にあっ

ては計画高潮位）以下となる箇所 

 橋梁その他の河川横断工作

物の桁下高等と計画高水流量

規模の洪水の水位（高潮区間

の堤防にあっては計画高潮

位）との差が堤防の計画余裕

高に満たない箇所 

 

工事施工 

  
 出水期間中に堤

防を開削する工事

箇所又は仮締切等

により本堤に影響

を及ぼす箇所 

新堤防 

・破壊跡 

・旧川跡 

  
 新堤防で築造後

３年以内の箇所 

 破堤跡又は旧川

跡の箇所 

陸閘 

  
 陸閘が設置され

ている箇所 
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第３項 排水ポンプ場樋門、水門等の操作 

１ 排水ポンプ場樋門 

町は、和木ポンプ場（和木５丁目１０番）及び関ヶ浜ポンプ場（関ヶ浜１丁

目１番）を運転及び操作し、内水を小瀬川に排出し当該設置地区内の浸水を防

止する。 

（１）点検・整備 

排水ポンプ場の管理者は、関係諸規則に基づき日常の維持管理に万全を 

期するとともに、特に出水期には、点検、整備を厳重にし、非常時の操作に

支障がないよう留意するものとする。 

（２）操作 

排水ポンプ場については、それぞれの施設ごとに定められている操作規 

則に基づき排水ポンプ場の運転を行う。 

この際、町に関する「津波」「高潮」「小瀬川に関する洪水予報」において、

下記の警戒レベル４（「避難指示」発令相当）の発表があった場合は、「和木

排水ポンプ場排水樋門操作規程」及び「関ヶ浜排水ポンプ場排水樋門操作規

程」第５条「警戒体制の措置」（４）に係わらず、当該ポンプ場の操作員に退

避を指示する。 

ア 和木町を含む瀬戸内海沿岸に「津波警報」又は「高潮警報」が発表され

た場合 

イ 和木町を含む瀬戸内海沿岸に「高潮注意報（高潮警報に替わる可能性の

旨が示されているもの）」が発表され、かつ「暴風警報」又は「暴風特別警

報」が発表された場合 

ウ 小瀬川に「氾濫危険情報」が発表された場合 

別紙１「和木排水ポンプ場排水樋門操作規程」 

別紙２「関ヶ浜排水ポンプ場排水樋門操作規程」 

２ 農業用水路の水門操作 

町は、農業用水路の水門（瀬田川河口の日本製紙門前）について、大雨によ

る小瀬川の増水、高潮等により大量の流入が予想される場合、都市建設課が閉

門する。ただし、その恐れが無くなった場合は、速やかに開門する。 
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３ 小瀬川陸閘門の閉鎖 

（１）逆流防止のために設けられた水門のうち、操作を要するものについては、

それぞれの操作規則に基づき操作を行う。河川や河岸に設けられている陸

閘については、洪水時又は高潮時に水位が上昇することが見込まれる場合

に、あらかじめ閉鎖するものとする。 

（２）陸閘の閉鎖時期は、洪水対策の場合は河川の水位が操作規則に定める水位

に達し、なお、水位上昇が予測され災害の生ずるおそれがあるとき、高潮対

策の場合は台風等により災害が生ずるおそれがあるときに閉鎖することを

原則とする。 

（３）津波対策の場合は、陸閘の閉鎖よりも堤外海浜地へ出かけている人の避難

誘導を優先することとする。 

（４）津波注意報・津波警報が発表された場合は、津波の到達予想時刻までに操

作終了後の避難等の時間的余裕があるなど、操作員の安全が確保できる場

合に限り、水門、陸閘を閉鎖するものとする。 

４ 弥栄ダム放流警報の周知の支援 

町は、弥栄ダム放流等による放流警報が実施され、その周知を依頼される場

合、防災行政無線、職員等の巡視により堤内遊歩道への立ち入り禁止の周知を

支援する。 

５ 河川公園利用者への周知・誘導・退去指導 

河川公園の管理者又は管理受託者は、平素から看板を設置するなどして、河

川公園の利用者に対し、河川公園が浸水する可能性が大きくなったときは、河

道内から退去するよう注意を促すものとする。  

 

第４項 水防措置 

１ 通常警戒 

水防管理者は、随時町内の河川、海岸、堤防等を巡視し、水防上危険である

と認められる箇所があるときは、直ちに、太田川河川事務所又は岩国土木建築

事務所長に通報し必要な措置を求める。 

２ 非常警戒 

水防管理者は、小瀬川に水防警報が発せられた場合、町内区域の監視、警戒

を厳重にし、異常を発見したときは、直ちに太田川河川事務所又は岩国土木建

築事務所長に通報するものとする。 

３ 警戒区域の設定（法第２１条） 

水防管理者は、水防上緊急の必要がある場合においては、水防作業等の円滑

を図るため、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への

立入りを禁止し、若しくは制限し、又は退去を命ずることができるものとする。 
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４ 警察官の派遣要請（法第２２条） 

水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、岩国警察署長に対し

て、警察官の出動を求めることができる。 

５ 決壊・漏水等の通報（法第２５条） 

水防管理者は、町内区域の堤防が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは異

常な漏水が発生したときは、直ちに次の図により関係者に通報するものとする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６  決壊等後の措置（法第２６条） 

町内区域の堤防、その他の施設が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは

異常な漏水が発生したときにおいても、水防管理者、水防団長は、できる限

り氾濫による被害が拡大しないよう努めるものとする。 

 

第５項 水防活動 

１ 待機 

  太田川河川事務所より小瀬川国管理区間に水防警報「待機」（※）が発表さ

れた場合又は、町及び町を含む地域に水防に関係のある気象予報（「津波注意

報」「津波警報」「大津波警報」「高潮警報」等）の発表が予想され、その対応

に必要と認めた場合、水防管理者は、水防団を各分所又は自宅に待機させ、水

防団長は町と連携して情報の把握に努めるとともに、団員を直ちに「準備」段

階に移行できる体制にしておくものとする。 

※ 小川津水位観測所の水位：2.60m、両国橋水位観測所水位：2.80mのいず

れかを超過し、更に水位の上昇が見込まれる場合 

 

 

 

太田川河川事務所長 

下関地方気象台 

弥栄ダム管理所長 

氾濫する方向の水防管理者

（岩国市長） 

岩国警察署長 

山口県土木建築部河川課 決壊等が和木町区域で

発生した場合 

水防管理者（町長） 岩国土木建築事務所長 
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２ 準備 

  太田川河川事務所より小瀬川国管理区間に水防警報「準備」（※）が発表さ

れた場合又は、町及び町を含む地域に水防に関係のある気象予報の発表が切

迫し、その対応に必要と認めた場合、水防管理者は、水防団長に指示し水防団

を出動準備の体制に移行させる。 

  出動準備体制の細部については、水防団長又は各分団の所定による。 

  ※ 小川津水位観測所の水位：2.75m、両国橋水位観測所水位：3.30m のい

ずれかを超過し、更に水位の上昇が見込まれる場合 

３ 出動 

（１）水防管理者は、次の場合に必要な体制の水防団等を直ちに出動させ、警戒

配置等につかせるとともに、水防活動に従事する者の安全を確保した上で、

適当な水防活動を行うものとする。 

ア 太田川河川事務所より小瀬川国管理区間に水防警報「出動」（洪水予報

「氾濫注意情報」）(※)が発表された場合 

イ 堤防の異常を発見した場合 

ウ 風速、風向、潮の干満等の状況により高潮による被害が予想される場合 

エ 津波による被害が予想される場合 

※ 小川津水位観測所の水位：4.00m、両国橋水位観測所水位：3.90mのいず

れかを超過し、更に水位の上昇が見込まれる場合 

（２）出動体制 

   水防管理者又は水防団長は、水防活動を行うにあたり以下を基準に出動

体制を指示する。 

ア 第１次出動 

    水防団員を概ね１／３出動させる体制とし、堤防の巡視警戒に当たる

とともに、重要水防箇所及び危険箇所に早期水防等を行う。（３交代体制） 

  イ 第２次出動 

    水防団員を概ね１／２出動させる体制により水防活動を行う。（２交代

体制） 

ウ 第３次出動 

水防団員の全力を出動させる体制により水防活動を行う。 

 

 

 

 

 

 



- 27 - 

 

（３）水防作業 

水防団は、水防作業を必要とする異常事態が発生したときは、被害を未然

に防止し、又は被害の拡大を防ぐため、堤防の構造、流速、護岸、浸水域及

び近接地域の状態等を考慮して、最も適切な工法を選択し実施するものとす

る。 

その際、水防団等は、安全性が高いと考えられる場所までの避難完了に要

する時間、津波到達時間等を考慮して、水防団等が自身の危険性が高いと判

断したときには、自身の避難を優先する。 

また、水防団は、平素から水防実施関係者に水防工法等を習熟し、非常事

態においても最も適切な水防作業が即時に実施できるよう努めなければな

らない。 

水防団の各分団の水防受け持ち区域は、次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年１月末時点 

水防区域 
延長 

(m) 
担当分団 

小瀬川 ENEOS正門～宮ノ下交差点 2.2 第１分団 

小瀬川 宮ノ下交差点～瀬田２丁目 1番街区西端 0.9 
3.9 第２分団 

県管理河川 瀬田川、西谷川、坂根川、駒ヶ迫川 3.0 

小瀬川 
関ヶ浜２丁目２番街区東端～町・市境界（店口

川） 
1.9 

3.9 第３分団 

県管理河川 関ヶ浜川 2.0 

※ 団本部を除く 
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４ 解除 

  太田川河川事務所より小瀬川国管理区間に水防警報「解除」（※）が発表さ

れた場合又は、水防管理者が水防活動（警戒）の必要性が無くなったと認めた

場合、水防団長に水防活動の終了を指示する。 

 

第６項 緊急通行 

１ 緊急通行 

水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受

けた者は、水防のため緊急の必要がある場所に赴くときは、一般の交通に供し

ない通路又は公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。 

２ 損失補償 

水防管理団体は、緊急通行の権限を行使することにより損失を受けた者に対

し、時価によりその損失を補償するものとする。 

第７項 水防管理団体等相互の協力 

１ 河川管理者の協力 

河川管理者中国地方整備局長及び山口県知事は、自らの業務等に照らし可能

な範囲で、水防管理団体が行う水防のための活動に次の協力を行う。 

① 水防管理団体に対する河川に関する情報の提供 

② 関係者に対する決壊・漏水等の通報（洪水予報による伝達に代えることが

できる。） 

＜連絡系統図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島地方気象台 氾濫する方向の水防管理者

（岩国市長） 

岩国警察署長 

山口県土木建築部河川課 

和木町区域で決壊等が発生した場合 

水防管理者（町長） 
太田川河川事務所長 

弥栄ダム管理所長 

岩国土木建築事務所長 
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③ 重要水防箇所の合同点検の実施 

③ 水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加 

④ 水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材で不足するような緊急事態 

態に際して、河川管理者の応急復旧資器材又は備蓄資器材の提供 

⑤ 水防管理団体及び水防協力団体の人材で不足するような緊急事態に際し 

て、水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供するための職員の派遣 

２ 水防管理団体相互の応援、協力 

隣接市等の水防管理団体が他の水防管理団体から応援を求められたときは、

自己の責任区域内の水防に支障のない範囲で、作業員及び必要な資器材を応援

しなければならない。したがって、隣接水防管理者は、あらかじめ協議して応

援要領を定め、非常の際、水防活動が円滑迅速に行われるよう努めなければな

らない。 

３ 広島県との協力 

水防管理者は、小瀬川沿いの水防について対岸の水防管理者から応援を求め

られたときは、自己の責任区域の水防に支障のない範囲内で作業員及び資材を

応援する。 

 

第８項 立退の指示 

１ 避難 

避難のための具体的な措置は、和木町地域防災計画（本編）第３編第５章「避

難計画」に定めるところによる。 

※ 重要水防箇所及び予定避難場所については、本計画第９節「水防活動」第

２項「重要水防箇所」（２）「重要水防箇所及び予定避難場所」による。 

２ 立退の指示（法第２９条） 

水防管理者は、洪水、津波、高潮等により、著しく危険が切迫していると認

められ必要と認める区域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のため立ち

退くことを指示するものとする。 

 

第９項 輸送 

１ 備蓄器具・備蓄資材の輸送 

水防管理者（町）は、水防上必要がある場合、第６節「水防用備蓄器具、

資機材の整備、確保」第２項「水防管理団体（町）の水防用備蓄器具、資

材」に掲げる輸送設備の車両により輸送するものとする。 

２ 他の機関の設備による輸送 

水防の規模、状況等により、他の機関の輸送力を必要とする場合は、和木町

地域防災計画（本編）第３編第８章「緊急輸送計画」に定めるところによる。 
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第１０項  水防てん末報告 

水防管理団体は、水防活動を行ったときは、付表６－１～２「水防活動状況報

告書」に示す様式により、水防活動終了後５日以内に岩国土木建築事務所を経由

して、河川課を経由して知事に報告する。 

※ 付表６－１～２「水防活動状況報告書」 

 

第１０節 公用負担 

 

第１項 物的公用負担（法第２８条） 

水防管理者、水防団長は、水防のための緊急の必要があるときは、水防の現場

において、次の負担を課することができるものとする。 

① 必要な土地の一時使用 

② 土石、竹木、その他資材の使用、収用 

③ 車両、その他運搬用機器の使用 

④ 排水用機器の使用 

⑤ 工作物その他の障害物の処分 

また、水防管理者から委任を受けた者は、上記①から④（②における収用

を除く。）の権限を行使することができる。 

 

第２項 人的公用負担（法第２４条） 

水防管理者、水防団長は、水防のためやむを得ない必要があると認めるときは、

その水防管理団体の区域内の居住者、又は水防の現場にある者を水防に従事さ

せることができるものとする。 

 

第３項 損失補償及び損害補償（法第２８条、４５条） 

物的公用負担により損失を受けた者又は人的公用負担により損害を受けた者

に対する補償については、法第２８条及び第４５条に規定するところによるも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 31 - 

 

第１１節 水防標識・水防信号・身分証票 

 

第１項 水防標識（法第１８条） 

水防のため出動する優先通行車両の標識は次のとおりである。（水防法施行細

則第２条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 標識の大きさは、縦１５センチメートル、横２１センチメートルとする。 

② 標識の材質は、紙製又はプラスチック製とする。 

③ 地色は白色とし、記号は赤色とし、文字は黒色とする。 

 

第２項 水防信号（法２０条） 

知事の定める水防に用いる信号は次のとおりである。（水防法施行細則第３条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 信号は、適宜の時間継続すること。 
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② 必要があれば警鐘及びサイレンを併用すること。 

③ 危険が去ったときは、口頭伝達により周知させること 

 

第３項 身分証票（法第 49条） 

水防計画を作成するため必要な土地に立入る場合に携帯提示する身分証票は

次のとおりである。（水防法施行細則第４条） 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(裏) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 用紙の大きさは、縦６センチメートル、横９センチメートルとする。 

 

第１２節 水防訓練 

 

指定水防管理団体の水防訓練（法第３２条の２） 

指定水防管理団体は、法第３２条の２に定めるところにより、毎年１回以上

訓練を実施し、水防技術の向上を図るとともに、水防組織の整備点検を行うも

のとする。 

この水防訓練は、町及び県地域防災計画に定める総合防災訓練に含めて実施

できるものとする。 
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第１３節 水防協力団体 

 

第１項 水防協力団体の指定、監督及び情報提供（法第３６条、３９条、４０条） 

水防管理者は、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認

められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、そ

の申請により水防協力団体として指定することができる。また、水防協力団体が

適正かつ確実な実施を確保するため、水防計画に位置付けるとともに、その業務

について報告させることができる。なお、水防管理団体は、水防協力団体に対し、

その業務に関し必要な情報提供、指導若しくは助言をするものとする。 

 

第２項 水防協力団体の業務（法第３７条） 

水防協力団体は、次の業務を行う。 

１ 水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動への

協力 

２ 水防に必要な器具、資材又は設備の保管、提供 

３ 水防に関する情報又は資料の収集、提供 

４ 水防に関する調査研究 

５ 水防に関する知識の普及、啓発 

６ 前各号に附帯する業務 

 



別紙１

○和木ポンプ場排水樋門操作規程

令和４年６月１日

（趣旨）

第１条 和木ポンプ場排水樋門（以下「樋門」という。）の操作に関し、必要な事項を定

めるものとする。

（操作の目的）

第２条 樋門の操作は、和木地区の内水を小瀬川へ排出し、浸水を防止することを目的と

する。

（用語の定義）

第３条 この操作規程において「機側操作」とは、樋門に設置した操作盤において、河川

や雨水幹線、背後地の状況等を目視で確認しながら行う操作をいい、「遠隔操作」

とは、和木ポンプ場内の操作室において、水位計のデータ等を確認しながら行う操

作をいう。

（警戒体制の実施）

第４条 町長は、当町において、大雨警報又は洪水警報が発令されたときは、直ちに警戒

体制に入るものとする。

（警戒体制の措置）

第５条 町長は、警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。

（１）樋門を適切に操作することができる要員等必要な体制を確保すること。

（２）樋門及び樋門を操作するために必要な機械、器具等の点検（予備電源設備の試運

転を含む。）及び整備を行うこと。

（３）樋門の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を

密にすること。

（４）第７条第１項の操作を行っている場合において、堤防、背後地の状況、水防活動

の状況等も踏まえて総合的に勘案し、以下のいずれかの状況において、機側操作を

安全に行えないと判断される場合には、機側操作を行っている要員（以下、「機側

操作員」という。）に退避を指示すること。

（５）緊急を要する場合には機側操作員が町長の指示以前に退避できるものとし、退避

後速やかに退避場所及び退避時の操作状況の報告をさせること。

（６）その他樋門の管理上必要な措置

（警戒体制の解除）

第６条 町長は、洪水が終わったとき、又は洪水に至ることがなく洪水が発生するおそれ

がなくなったときは、解除するものとする。

（洪水時の操作方法）

第７条 町長は、和木ポンプ場内における雨水槽の水位が２．８メートル以上のときは、

樋門のゲートを全開にするものとする。

２ 前項の場合においては、樋門の上流及び下流の水位に急激な変動が生じないように

するものとする。

３ 第５条（４）により操作員が退避する際は、樋門のゲートを全閉するものとする。

（平水時における操作の方法）

第８条 町長は、雨水槽の水位が２．８メートル未満のときは、機側操作により樋門の

ゲートを全閉しておくものとする。



（操作の方法の特例）

第９条 町長は、事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度に応じて、前３

条に規定する方法以外の方法により樋門を操作することができるものとする。

（通知及び周知）

第１０条 町長は、樋門を操作すること又は操作しないことにより、公共の利害に重大な

影響を生ずると認められるときは、あらかじめ関係機関に通知するものとする。

２ 町長は、樋門を操作すること又は操作しないことにより内陸側に影響が生ずるお

それがあると認められるときは、あらかじめ一般に周知するものとする。

（操作に関する記録）

第１１条 町長は、樋門を操作したときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。

（１）操作の開始及び終了の年月日及び時刻

（２）気象及び水象の状況

（３）操作したゲートの名称及び開度

（４）操作の際又は操作しない際に行った通知及び周知の状況

（５）第９条に該当するときは、操作の理由

（６）その他参考となるべき事項

（点検その他の維持）

第１２条 町長は、樋門及び樋門を操作するための機械、器具等については、点検その他

の維持を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。

（観測）

第１３条 町長は、小瀬川の水位、樋門の上下流の水位その他樋門を操作するため必要な

事項は、観測するものとする。

（訓練）

第１４条 樋門の操作の机上又は実地における訓練を、年１回以上行うものとする。

２ 前項の訓練は、現場で操作する者が参加したものでなければならない。

３ 第１項に規定する訓練により、洪水・高潮及び遡上した津波による樋門への逆流

の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、こ

の規程を変更するものとする。

（記録の作成と保存）

第１５条 町長は、樋門の管理に関する事項については、記録を作成し、保存するものと

する。

（その他）

第１６条 この規程に定めるもののはか、樋門の操作の実施のため必要な事項は、別に定

める。

附 則

この規程は、令和４年６月１日から施行する。



別紙２

○関ヶ浜ポンプ場排水樋門操作規程

令和４年６月１日

（趣旨）

第１条 関ヶ浜ポンプ場排水樋門（以下「樋門」という。）の操作に関し、必要な事項を

定めるものとする。

（操作の目的）

第２条 樋門の操作は、関ヶ浜地区の内水を小瀬川へ排出し、浸水を防止することを目的

とする。

（用語の定義）

第３条 この操作規程において「機側操作」とは、樋門に設置した操作盤において、河川

や雨水幹線、背後地の状況等を目視で確認しながら行う操作をいい、「遠隔操作」

とは、関ヶ浜ポンプ場内の操作室において、水位計のデータ等を確認しながら行う

操作をいう。

（警戒体制の実施）

第４条 町長は、当町において、大雨警報又は洪水警報が発令されたときは、直ちに警戒

体制に入るものとする。

（警戒体制の措置）

第５条 町長は、警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。

（１）樋門を適切に操作することができる要員等必要な体制を確保すること。

（２）樋門及び樋門を操作するために必要な機械、器具等の点検（予備電源設備の試運

転を含む。）及び整備を行うこと。

（３）樋門の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を

密にすること。

（４）第７条第１項の操作を行っている場合において、堤防、背後地の状況、水防活動

の状況等も踏まえて総合的に勘案し、以下のいずれかの状況において、機側操作を

安全に行えないと判断される場合には、機側操作を行っている要員（以下、「機側

操作員」という。）に退避を指示すること。

（５）緊急を要する場合には機側操作員が町長の指示以前に退避できるものとし、退避

後速やかに退避場所及び退避時の操作状況の報告をさせること。

（６）その他樋門の管理上必要な措置

（警戒体制の解除）

第６条 町長は、洪水が終わったとき、又は洪水に至ることがなく洪水が発生するおそれ

がなくなったときは、解除するものとする。

（洪水時の操作方法）

第７条 町長は、関ヶ浜ポンプ場内におけるポンプ井水位（以下「内水位」という。）が

７．０メートル以上のときは、樋門のゲートを全開にするものとする。

２ 前項の場合においては、樋門の上流及び下流の水位に急激な変動が生じないように

するものとする。

３ 第５条（４）により操作員が退避する際は、樋門のゲートを全閉するものとする。

（平水時における操作の方法）

第８条 町長は、内水位が７．０メートル未満のときは、機側操作により樋門のゲートを

全閉しておくものとする。



（操作の方法の特例）

第９条 町長は、事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度に応じて、前３

条に規定する方法以外の方法により樋門を操作することができるものとする。

（通知及び周知）

第１０条 町長は、樋門を操作すること又は操作しないことにより、公共の利害に重大な

影響を生ずると認められるときは、あらかじめ関係機関に通知するものとする。

２ 町長は、樋門を操作すること又は操作しないことにより内陸側に影響が生ずるお

それがあると認められるときは、あらかじめ一般に周知するものとする。

（操作に関する記録）

第１１条 町長は、樋門を操作したときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。

（１）操作の開始及び終了の年月日及び時刻

（２）気象及び水象の状況

（３）操作したゲートの名称及び開度

（４）操作の際又は操作しない際に行った通知及び周知の状況

（５）第９条に該当するときは、操作の理由

（６）その他参考となるべき事項

（点検その他の維持）

第１２条 町長は、樋門及び樋門を操作するための機械、器具等については、点検その他

の維持を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。

（観測）

第１３条 町長は、外水位、樋門の上下流の水位その他樋門を操作するため必要な事項は、

観測するものとする。

（訓練）

第１４条 樋門の操作の机上又は実地における訓練を、年１回以上行うものとする。

２ 前項の訓練は、現場で操作する者が参加したものでなければならない。

３ 第１項に規定する訓練により、洪水・高潮及び遡上した津波による樋門への逆流

の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、こ

の規程を変更するものとする。

（記録の作成と保存）

第１５条 町長は、樋門の管理に関する事項については、記録を作成し、保存するものと

する。

（その他）

第１６条 この規程に定めるもののはか、樋門の操作の実施のため必要な事項は、別に定

める。

附 則

この規程は、令和４年６月１日から施行する。



付表１

和木町防災会議委員名簿

和木町防災会議条例による区分 区分内容 機関名 委員職名

第３条第２項 会 長 和木町 町長

第３条第５項(1)
指定地方行政機関の職員
のうちから町長が任命する
者

海上保安庁 第六管区岩国海上保安署 署長

国土交通省中国地方整備局 山口河川国道事務所
岩国国道維持出張所

所長

国土交通省中国地方整備局 太田川河川事務所小
瀬川出張所

所長

国土交通省中国地方整備局 弥栄ダム管理所 所長

第３条第５項(2)
山口県の知事の部内の職
員のうちから町長が任命
する者

山口県岩国土木建築事務所 所長

山口県岩国農林事務所 所長

山口県岩国健康福祉センター 所長

山口県企業局小瀬川工業用水道事務所 所長

山口県岩国県民局 局長

第３条第５項(3)
山口県警察の警察官のう
ちから町長が任命する者

山口県警察 岩国警察署 署長

第３条第５項(4)
町長がその部内の職員の
うちから指名するもの

和木町 副町長

和木町会計室 会計管理者

和木町企画総務課 課長

和木町税務課 課長

和木町住民サービス課 課長

和木町保健福祉課 課長

和木町都市建設課 課長

和木町教育委員会事務局 事務局長

和木町保健相談センター 所長

第３条第５項(5) 教育長 和木町教育委員会 教育長

第３条第５項(6) 岩国地区消防組合消防長 岩国地区消防組合消防本部 消防長

第３条第５項(7) 消防団長 和木町消防団 団長

第３条第５項(8)

※ 任期は２年

指定公共機関又は指定地
方公共機関の職員のうち
から町長が任命するもの

西日本電信電話株式会社 山口支店 支店長

中国電力ネットワーク(株)岩国ネットワークセンター 所長

西日本旅客鉄道株式会社広島支社 岩国管理駅 駅長

日本通運株式会社広島支店大竹営業課 課長

和木三師会 会長

日本郵便株式会社 岩国郵便局 局長



付表２－１

洪水予報（県）の発表形式イメージ
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付表３－１

洪水予報（国）の発表形式イメージ
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付表４

水防警報用紙（国）



付表５－１

水防警報用紙（県）
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付表６－１

水防活動状況報告書
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